
人権文化をすすめよう

公益財団法人 兵庫県人権啓発協会
〒650-0003 神戸市中央区山本通４丁目２２-１５
TEL ０７８－２４２－５３５５ FAX ０７８－２４２－５３６０
Eﾒー ﾙ   Info@hyogo-jinken.or.jp

（公財）兵庫県人権啓発協会は、人権の尊重が社会の文化として定着し、
県民が互いを認めあいながら、共に生きる「共生社会」の実現を目指す
「人権文化をすすめる県民運動」を展開しています。

賛助会員としてご支援賜りますよう、よろしくお願いいたします。

人権啓発事業の展開
・ﾋｭｰﾏﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催
・人権ｼﾞｬｰﾅﾙ「きずな」の発行
・ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾂｺﾝﾃｽﾄの開催
・ＳＮＳ誹謗中傷防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

人権研修・ﾋﾞﾃﾞｵ制作

・県・市町職員研修
・企業・医療福祉従事者研修

・講師派遣
・人権啓発ビデオの製作

人権相談・研究事業

・相談員による人権相談
・弁護士等による専門相談

・人権に関する意識調査
・研究紀要の発行

このような事業に活用いたします

お問合せ
お申込み

会員の特典、申込方法については
裏面をご覧ください。

入会方法

右の振込用紙を

お使いになります

と、ゆうちょ銀行

窓口、ATMでの

手数料がかかり

ません。

銀行振り込みに

よる入会も受け

付けています。

（詳しくは裏面を

ご覧ください。

キ リ ト リ

年会費 個人会員 １口 1，000円  法人・団体会員 １口 10，000円   

該当に〇をおつけください
・きずな、講演会の案内を希望（ する・しない ）
※ご協力額3,000円以上の方が対象となります

・税控除領収書の郵送を希望（ する・しない ）
※ご協力額2,000円以上の方が対象となります
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入会方法
１．本チラシ下部のゆうちょ銀行振込用紙をご利用、又は直接下記口座にお

振込みください （個人会員 １口 1，000円 法人会員 １口 10，000円）

<受取人口座＞ 銀 行 名 三井住友銀行神戸営業部

口座番号 普通預金 ５００－８５０１０９０

名 義 人 （公財） 兵庫県人権啓発協会

２．上記特典（個人会員は３口以上）、税控除領収書（2,000円以上）をご希望の

方は、振込用紙の通信欄の、希望（する）を〇で囲んでください。

当会費は、所得税法の規定
に基づき2，000円を超える

寄附金として、税務署への申

告により、寄附金控除を受け

ることができます。

また、法人税法の規定に基

づき、特定公益法人に対する

寄附金として取り扱われるこ

とができます。

入会すると

１．当協会の機関紙等の印刷物をお送りします（個人は３口以上入会でご希望の方）

・ひょうご人権ジャーナル「きずな」（隔月発行）

２．イベントや研修会等の開催についてご案内します。

・ひょうごヒューマンフェスティバル（８月） ・人権のつどい（12月）等

３．法人・団体会員様には要請に応じ、研修会・講演会等に講師を割引料金で

講師を派遣します（通常料金より１口につき１０，０００円の割引）。

個人情報の取扱いについて

当協会では、会員募集に伴う個

人情報の取扱いについて以下

のとおりとします。

・会員の個人情報は、機関紙の

送付等に利用し、他の目的に利

用や第三者に提供することはあ

りません

・ご記入いただいた個人情報の

開示、追加または削除、利用の

停止のお手続きは、下記にお問

い合わせください。

キ リ ト リ

公益財団法人 兵庫県人権啓発協会
〒650-0003 神戸市中央区山本通４丁目２２-１５
TEL ０７８－２４２－５３５５ FAX  ０７８－２４２－５３６０

Eﾒー ﾙ   Info@hyogo-jinken.or.jp HP htpps://www.hyogo-jinken.or.jp
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